
石川町公告第１９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の６第１項及び石川町財務規則（昭和５８年石川町規則第１７号）第１１２条

の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札について公告する。 

 

令和７年６月４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町水道事業管理者 

石川町長　首藤　剛太郎 

記 

 
１　制限付一般競争入札に付する事項 
　（１）工事等番号　　水７第２号 
　（２）工 事 等 名　　配水管布設替工事（白石１工区） 

　（３）工事等箇所　　石川町字白石地内 

　（４）履 行 期 間　　契約締結の日から令和８年３月１９日まで 

　（５）工事等種別　　一般土木工事、上下水道工事 

　（６）工事等概要　　ＧＸダクタイル鋳鉄管７５ｍｍ（本管）　 

Ｌ＝３００.１５ｍ 

　　　　　　　　　　　ポリエチレン管２０ｍｍ（給水管） 

Ｌ＝１５．４ｍ 

２　各種制限・緩和措置に関する事項 

　（１）最低制限価格を設定する。  

３　入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

　　対象工事等の入札に参加する者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者で

あり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４に該当しないこと。 

（２）石川町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等　

に関する要綱に基づく令和７年度から令和８年度工事等請負有資格業者名

簿の一般土木工事、上下水道工事に登録され、かつ同要綱に規定する指名停

止期間中の者でないこと。 

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定による主任技術者

又は監理技術者を配置できる者であること。 

（４）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第 1項による許可を受けて

いること。 

（５）最新の一般土木工事に係る「経営事項審査結果通知書」における土木一式

の総合評定値が７００点以上、上下水道６００点以上であること。 

（６）過去５年間で、対象工事等と同種かつ同程度の実績があること。 

（７）郡山市、須賀川市、白河市、石川郡、西白河郡、岩瀬郡に本店、支店、 

営業所を有する者であること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再



生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中の者でないこと。 

　（９）本工事の工期のうち必要な期間に給水装置工事主任技術者（資格を有して

いる）を配置することができること。 

なお、入札参加申請書の提出日において給水装置工事主任技術者を特定で

きない場合は、給水管布設工事の着工日までに配置することができること。 

４　入札に参加する者に必要な資格の確認 

　（１）　入札に参加を希望する者は、石川町制限付一般競争入札実施要綱（以下

「実施要綱」という。）に基づき、入札参加資格確認申請書（実施要綱様

式第２号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して、総務

課財政係に持参により提出すること。 

ア　３の（３）は、配置予定技術者等の資格・経験通知書（実施要綱様式 

第４号）による。 

イ　３の（６）は、同種工事の施工実績書（実施要綱様式第３号）による。 

　　　ウ　３の（５）については、確認できる資料を添付すること。 

　　　エ　３の（７）については、法人登記の履歴全部事項証明書（コピー可）を

添付すること。 

　　　オ　３の（９）は、給水装置工事主任技術者の資格を証する書類（免状など）

の写を添付すること。 

　（２）　申請書の配付 

　　　ア　配布期間　　令和７年６月　４日（水）から 

　　　　　　　　　　　令和７年６月１７日（火）まで 

　　　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く） 

イ　配付時間　　午前９時から正午まで 

　　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで 

　　　ウ　配付方法　　総務課財政係（石川町役場２階）で直接受取るか、町ホー

ムページからダウンロードすること。 

　（３）　申請書の受付 

　　　ア　受付期間　　令和７年６月　４日（水）から 

　　　　　　　　　　　令和７年６月１７日（火）まで 

　　　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く） 

　　　イ　受付時間　　午前９時から正午まで 

　　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで 

　　　ウ　受付場所　　総務課財政係（石川町役場２階） 

　　　エ　受付方法　　持参提出（郵便等によるものは受け付けない。） 

５　設計図書等の閲覧は、次のとおりとする。 

　（１）閲覧場所　　水道事業所 

（２）閲覧期間　　令和７年６月　４日（水）から 

　　　　　　　　　　令和７年６月１７日（火）まで 

　　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く） 

　（３）閲覧時間　　午前９時から正午まで 

　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで 



（４）設計図書等閲覧及び貸出 

　　　　　設計図書等は、ＣＤ-Ｒにより貸出すものとする。なお、設計図書等の

貸出期限は、令和７年７月１日（火）までとする。 

６　質問書の提出 

　　設計図書等に関し質問があるときは、質問書を持参または Fax・E-mail で提出

すること。 

（１）提出場所　　石川町水道事業所施設係 

Fax：0247-26-4148 

E-mail：suido_shisetsu@town.ishikawa.fukushima.jp 

（２）提出期限　　令和７年６月１７日（火）午後５時まで 

７　質問書に対する回答 

　　質問書に対する回答は、令和７年６月２４日（火）までに町ＨＰ（公告ページ）

に掲載し閲覧に供する。 

８　入札に参加する者に必要な資格の確認結果の通知 

　　入札に参加する者に必要な資格の確認結果については、令和７年６月２４日

（火）までに入札参加資格確認通知書（実施要綱様式第８号）により通知する。 

９　入札に参加する者に必要な資格を有しない者に対する理由の説明 

　（１）　入札参加資格確認通知書で入札に参加する者に必要な資格を有しないと

された者は、令和７年６月２６日（木）午前１０時までに総務課財政係に

説明を求める書面を持参し、その理由の説明を求めることができる。 

　（２）　町は、入札に参加する者に必要な資格を有しないとしたことについて説

明を求められたときは、令和７年６月２７日（金）までに書面により回答

する。 

10　入札参加資格の喪失 

　　入札に参加する者に必要な資格を有するとされた者が、３に掲げる要件に該当

しなくなったとき、又は申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたことが明ら

かになったとき、指名停止処分を受けたときは、入札に参加する資格を喪失する。 

11　入札執行日時等 

　（１）　入札日時　　令和７年７月 1日（火）午前１０時 

　（２）　入札場所　　石川町役場　３階　正庁 

12　入札保証金 

　　免除とする。 

13　契約保証金 

　　石川町財務規則第９７条の規定による。 

14　前払金 

　　石川町財務規則第６５条の２の規定による。 

15　部分払 

　　なし 

16　契約事項 

　　石川町財務規則に基づき契約を締結する。 

 



17　入札書記載方法 

　　入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額（税抜き金

額）を入札書に記載すること。 

18　入札の執行 

　（１）　郵便による入札は認めないものとする。 

　（２）　入札者は、入札参加資格確認通知書を提示しなければならない。 

　（３）　入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足り

る書面を提出しなければならない。 

　（４）　入札回数は、２回までとする。 

　（５）　これ以外については、施行令、石川町財務規則及び実施要綱の規定によ

るものとする。 

19　入札の無効 

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に

違反した入札は、無効とする。 

20　その他 

　（１）　石川町財務規則及び実施要綱については、町ホームページで確認するこ

と。 

町ホームページ URL（総務課財政係） 

(http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/admin/03/nyusatu.html） 

　（２）　本公告に係る様式については、総務課財政係で受取るか、町ホームペー

ジに掲載されている実施要綱よりダウンロードして使用すること。 

　　　○　関係様式 

　　　　・　入札参加資格確認申請書（実施要綱様式第２号） 

　　　　・　同種業務の施行実績書（実施要綱様式第３号） 

　　　　・　配置予定技術者等の資格・経験通知書（実施要綱様式第４号） 

　（３）　問合せ先 

　　　　ア　入札について 

総務課財政係　　　　　　　　電話０２４７－２６－２１１４ 

　　　　イ　工事等について 

　　　　　　　水道事業所　　　　　　　　　電話０２４７－２６－１５０２


